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「飛騨地方の土偶について」 「日本出土の三葉環頭大刀について」 

上田 康子 川 真之介 

 岐阜県飛騨地方では、体部が板状・出尻・円柱状の土偶が

存在していた。その内、最も多いのは板状土偶であり、九割

以上を占めている。板状土偶でも形態には大きな隔たりがあ

り、山形土偶に類似、ばんざい形、腰部を強調、体部が分厚

く臀部の膨らみを持つ、身体の両面に乳房を持つ、脚部が立

体的であるという要素で分類できる。さらにそれらが退化し

た形態も存在している。 

 本稿では日本出土三葉環頭大刀の一部に見られる中葉が五

角形あるいはつぼみ状の三葉紋が日本と百済にしか見られな

いこと、その型式に施される鱗状紋の特徴も百済系であるこ

とから、その型式は百済系であると考えられる。さらに、装

飾付大刀と馬具の製作には共通点があることから、馬具の製

作者が百済の資料をモデルとしてその型式の三葉環頭大刀を

製作していたと考えられる。また、三葉環頭出土古墳は畿内

にも多いが、地方の地位が比較的高く武人的性格の強い被葬

者の墓からも多く出土していることから、三葉環頭大刀は日

本では畿内政権が有力者を軍事的に編成していくために一定

の身分を表す標章として地方の有力者に配布されていたと推

定できる。また、三累環頭大刀出土古墳と比較すると、伽耶

で主流の三葉環頭大刀が古新羅に多い三累環頭大刀よりも重

要視されており、畿内政権は古新羅よりも伽耶との関係のほ

うが深かったのではないかと考えられる。 

このうち、山形土偶類似・脚部が立体的である板状土偶は南

方、出尻土偶とその要素を持つ板状土偶は東方、そして腰部

を強調する板状土偶は北方との関連を窺わせる。また、板状

土偶でも出尻・円柱状土偶の要素を兼ね備える形態も存在し

ている。これらのことより、飛騨地方の土偶はそれ自体が特

徴的な形態を持

つというもので

はなく、他地域

から流入してき

た要素の組み合

わせ方に地域性

が存在している

と考えられる。  
 

宮崎県 山の神塚古墳出土 三葉環頭 

         岩垣内遺跡出土 板状土偶  

「金沢市の鳥居の形式について」  

「長野県における周溝墓について」 佐藤 こずえ 

織田 真理子  日本には，古来記紀にもかかれた時代から存在する建築物

がある.それは今では神社の入口に建てられるようになった。

「鳥居」である。鳥居は「俗界と神域を分ける指標」として

の役割を持つと言われている。 

 本稿では県全域の周溝墓の様相を概観し、周溝墓の流入元

を明らかにすることを試みた。 分析の結果、千曲川水系の

円形周溝墓が、弥生終末期から古墳初頭に方形へ一転する様

相が見られた。そして、松本平では中間地域としての複雑な

様相を呈しているということが明らかになった。また、平面

規模と幅と深さについても検討してみた結果、弥生と古墳時

代に階層差が見られた。特に円形周溝墓は、時期と規模にお

いて二分された。 

全国の鳥居には多くの形式があり、根岸榮隆氏が細分した

ものでは 64種類が見出される。しかし本稿では、金沢市内の

300 基を超える鳥居の中から、筆者が撮影した 288 基の鳥居

に限って分析・考察した。考察する年代区分は明治･大正・昭

和戦前・昭和戦後・平成とした。結果，その中でどの時代で

圧倒的に多いのが、一般的に鳥居として一番多い形式，「明

神式」である。 
も 考察により、円形は日本海側から千曲川水系へ、方形は東

海地方から天竜川水系へ、それぞれ異なった経路で流入した

ことが明らかになった。また千曲川水系の形態における一転

の原因は、東海地方の影響が考えられた。一方、天竜川水系

の弥生の円形は東海地方から、古墳中期の大型円形は時代背

景から畿内の影響が想定

された。このように長野

県における周溝墓の変化

は、外来からの影響を受

けた結果によるものと考

えられるのである。 

結論は、金沢市

内の鳥居の形式は、

時代を問わず明神

式が大半をしめて

いる、ということ

であった。 
                   明神式鳥居 

 

「中世遺跡におけるトイレ遺構の位置に関する考察」 

 佐藤 高士 

  都市の中におけるトイレの成立は中世後期とされており、

現在と異なり建物外に存在するトイレにはその配置に意味が

あったであろうと考え、中世の集落遺跡の中におけるトイレ

                        長野県 田村原遺跡 

                         2号方形周溝墓(S=1/600) 
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遺構の配置ということに着眼して分析、考察を行った。 「松山窯跡出土陶磁器の偏光顕微鏡観察」 

 分析は遺跡の発掘報告書や遺構図に基づき、トイレ遺構が

他の遺構とどのような位置関係にあるかを読み取った。分析

の対象とした遺跡は一乗谷朝倉氏遺跡と、妙楽寺遺跡、堺環

濠都市遺跡で、ほぼ同時期の 3遺跡である。トイレ遺構を他

の遺構との位置関係により建物裏、道路沿いといったように

分類を行った。その結果、遺跡によってトイレが配置される

位置の傾向に違いがあるということがわかった。 

 

 その結果を基に衛生面、糞尿利用、景観といった点でそれ

ぞれの遺跡を比較しながら考察を行った。遺跡により配置場

所の割合が違うということから、それぞれ優れていたであろ

う点や積極性があったであろう点を考察することができた。 
 

堺環濠都市遺跡SKT60地点 

 
「北陸地方弥生時代後期の集落について」 

 孝輔 

 弥生時代後期の北陸地方の集落動向を土器圏との

線文甕 

智絵子 

 松山窯跡は石川県加賀市にある幕末から明治初

で多数の器種、釉薬が見られる。

で

い

「古代沼垂郡の考古学的検討」 

 友季子 

 古代越後国の 湿地が

多数形成された特異な環境で、生産性が低いかわ

に

     山三賀Ⅱ遺跡出土 須恵器 

田中 

期にかけて

操業した陶磁器の窯跡で、当学古学研究室によって 1979、80
年に発掘が行われている。この窯跡出土の陶磁器を偏光顕微

鏡観察と画像処理による分析によって定量化し、その特徴を

抽出する事を目的とした。 
 出土陶磁器は日用品が中心

この中から陶器 6点、磁器 5点、素焼 3点、窯道具 2 点合計

16 点の資料を選んで分析を行った。分析は試料を薄片化し、

偏光顕微鏡40倍で観察しコンピュータ上で鉱物と空隙と基質

に色分けし、それぞれの素地内に占める割合を求め、また鉱

物については粒子の面積も計測するという方法をとった。 
その結果、陶器の中でも胎土が数種類存在すること、磁器 

 は大型品と小型品に大きな違いがないことなどが分かった。

ろいろな器種、釉薬を使った資料を 1～2 点ずつしか分析で

きなかったため細かい傾

向まで探ることはできな

かったが、多彩な松山窯

の出土品を少量ながら定

量化することができ、他

の窯跡出土品との比較研

究の可能性が広がった。 
           染付磁器小壺  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

庄田 田村

関係から 沼垂郡は、大小の河川が流れ、潟湖や

比較、検証することを行った。分析方法として土器研究に基

づき甕の出土比率を元に地域を設定し、総遺跡数、新規立村

数、廃絶村数、遺跡の継続率を比較した。その結果として福

井地域では猫橋期（弥生後期前半）の集落数が多く、弥生文

化の安定的な展開が伺われた。法仏期（弥生後期後半）には

集落数が増加する。ただ地域差が見られ、その原因として土

器圏の変化による集落動向の差の可能性を指摘した。月影期

（弥生終末期）には集落数がピークをむかえる。そしてこの

時期を境に多くの集落が廃絶する。越中では法仏期とされて

いた集落減少の画期は一期遅く月影期であった。また松任地

域では法仏期に廃絶し、宝

達地域はほとんど廃絶しな

い。この要因として宝達地

域では土器圏を変えて政治

的に力を維持した集団が集

落を維持した可能性があり、

松任地域では局地的に自然

環境が変化したことが考え

られる。 
               有段擬凹

りに、無数

の河川を利用し、内水面が非常に発達していたと考えられる。

これまで、郡単位の生産と供給というあり方が成立していた

と論じられ、このような郡単位の状況を「一郡一窯体制」と

呼称した。しかし、笹神・真木山丘陵と、櫛形山脈の二箇所

で、須恵器窯跡と製鉄遺跡、官衙遺跡が集中して所在してお

り、さらにホーロク沢窯跡周辺にも須恵器窯・製鉄遺跡があ

り、これも含めて考えると、沼垂郡においては、郡より小さ

な単位で生産・流通体制が整えられていた可能性が高い。さ

らに、消費地遺跡における、須恵器の流通についても触れ、7
～8 世紀の、須恵器生産遺跡を中心としたいくつかのまとま

りを裏付けられる結果を得ることができた。9世紀に入ると、

在地窯は衰退し、この体制は崩壊していく。短期間で、さら

不完全なものであったようだが、沼垂郡においては、確か

に「一郷一窯体

制」が目指され

たものと思われ

る。 
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